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平成30年８月１日から

　今までの奥尻町乳幼児等医療費助成方法は償還払い方式（医療機関等で支払い後、
役場窓口に申請し受給者負担額を差引いた分を口座振込する) でしたが、８月１日か
ら、現物給付方式（医療機関等で受給者証を提示し受給者負担額のみを支払う）に変
更となります。

お問い合わせ先：奥尻町役場　税務国保課国保年金係　☎01397－2－3406

助成の範囲
対　　　　　象 受給者負担額

３歳未満または町民税非課税世帯に
属する満12歳に達する日以後最初
の３月31日までの児童

初診時一部負担金
　医科５８０円、歯科５１０円、柔整２７０円

町民税課税世帯に属する満12歳に
達する日以後最初の３月31日まで
の児童（３歳未満を除く）

医療費の１割負担
　月額上限額 　通院１８，０００円
　　　　　　　 入院５７，６００円

新受給者証 　今まで資格認定をされている児童は自動更新となります。
８月以降、出生や転入で奥尻町民になられる方、転出等で
奥尻町民でなくなる方は新たに申請が必要になります。
　役場税務国保課又は青苗支所で手続をお願いします。
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